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Ⅰ．保育園のご利用案内  
 

１．保育時間  

・保育園は 7：00開園（開錠）、19：00閉館（施錠）です。 

・各家庭の保育時間は、保護者の勤務時間と通勤に要する時間の範囲内で決定します。 

・シフト勤務の方は毎月シフト表の提出が必要です。 

 

 

２．時間外保育  

・平日の 18：01～19：00は時間外保育（土曜日は 18：00閉館のため対象外）となり、 

別途費用が発生します。 

・集計は月末締めとし、翌月に集金袋で請求します。 

 

 

３．土曜日保育  

・保護者のいずれも勤務がある場合のみ利用できます。 

・同居のご家族が在宅の時は、家庭保育にご協力ください。 

・急な仕事の場合、就労時間に変更があった場合は「土曜日保育勤務証明書」の提出

が必要です。 

・利用希望日直前の木曜日の 12：00 までにお申し出ください。それ以降の場合は  

お受けできない場合があります。 

 

 

４．仕事がお休みのとき  

・保護者のいずれかがお休みの時は、家庭保育または保育短時間の利用が可能です。 

・土曜日保育を利用する場合は、お子さんの負担を考慮し、週 5 日以内の利用になる 

よう平日利用の調整をしてください。 

・子どもの体力・体調に合わせ、無理のない利用をお願いします。 

 

※兄弟児のお迎え時間が異なるとき 

  事情により兄弟児のお迎え時間が異なる時は、事前にご連絡ください。 

 ただし、保育短時間内に限ります。 
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Ⅱ．保育に関すること  
 

１．慣らし保育  

・7～10日間が目安です。 

・環境の変化から夜泣きや体調を崩すことがあります。お子さんの様子に合わせて 

徐々に進めていきます。 

・水分や食事がとれない場合は、慣らし保育が長くなることがあります。 

 

 

２．登園・降園  

・送迎時には玄関のタブレットにて入館時間の打刻をお願いします。 

・保護者の出勤時間が遅い場合でも 9：15までにクラスに入って活動に参加できる 

よう準備を完了してください。 

・遅刻・欠席の連絡は 9：00までにアプリにご入力ください。9：00 以降は電話にて 

お知らせください（☏047-381-7802）。 

 

 

３．送迎  

・防犯のため、終日施錠しています。保護者の方は送迎時に入館証をインターホン 

カメラにかざして下さい。園内では首から下げ、提示をお願いします。 

・登園、降園の時間やお迎えの方の変更は電話にてご連絡ください。連絡がない場合 

はお引き渡しできません。送迎は高校生以上の方でお願いします。 

・事故防止のため、園内でもお子さんから離れないようご注意ください。 

・玄関やスロープ、駐車場など、保育園の周りでお子さんを遊ばせないでください。 

・駐輪場は送迎時のみ使用できます。日中は市営の駐輪場をご利用ください。 

・送迎用駐車場はありません。周辺での路上駐車は近隣の方のご迷惑になりますので 

近隣コインパーキングをご利用ください。 

 

 

４．衣服  

・保育園には汚れても良く、自分で着脱しやすい服装（サイズの合ったもの）で登園 

してください。 

＜基本の服装＞ランニングまたは半袖の肌着・飾りボタンなどの突起物がない 

Ｔシャツ・ズボン・丈の短い靴下・運動靴 

・裏起毛の衣類、ヒートテックなどは体温調節がしにくいため避けてください。 

・スカート、フード付きの服などは事故やケガの原因となる恐れがありますので 

おやめください。 

・衛生上、肩につく長さの髪はシンプルなゴムで結んで登園してください。 

飾り付きのゴムやシリコンゴム、ピン留めはおやめください。ケガや誤飲の恐れが 

あります。 
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５．持ち物  

・すべての持ち物に大きく見やすく名前を書いてください。 

・クラスごとに必要な持ち物は異なります。不足がないようにご用意ください。 

・育児日記、連絡ノートは毎日お持ちください。（シールなどは貼らないでください） 

・「おたよりケース」は手紙を配布する際に使用します。園で保管しますので、翌日 

返却してください。 

・午睡用掛け布団・シーツ、カラー帽子、上ばきは、毎週末の洗濯をお願いします。 

・おもちゃ、キーホルダー、ピンバッジ、食べ物等は子ども同士のトラブルの原因や 

執着の原因になりますので持たせないでください。同様に、園児のロッカーや下 

駄箱を通じての物品のやり取りもご遠慮ください。 

 

 

Ⅲ．食事・おやつ  
 

・朝ごはんは必ず食べてから登園しましょう。 

・園の給食は毎月の献立表をご覧ください。 

・食物アレルギーがある場合はお申し出ください。「主治医意見書」「アレルギー除去 

食申請書」の提出により、除去食・代替食の対応が可能です。 

 

 

IV.家庭との連絡  
 

1．園からのお知らせ  

・育児日記、園の発行物、掲示板、ブログ、お知らせ配信等でさまざまなお知らせを

します。必ずご確認ください。 

 

 

２．緊急時の連絡  

・緊急連絡票を用いた電話連絡のほか、災害時の連絡や行事等に関するお知らせと 

してお知らせ配信をします。 

・アプリの登録は、通常お迎えに来られる方の範囲としてください。 
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【登園基準】 
 
○体温が 37.2℃を超えていない 

○咳、鼻水などの風邪症状がない 

○普段通りの食事が摂取でき、嘔吐・下痢をしていない 

V．病気と健康管理  
 

・保育園は健康な状態の乳幼児が長時間生活を共にする場です。 

・特に乳児(0～2歳児)は免疫機能が不十分なため、風邪をひきやすいです。体力が 

伴わないので、疲れが原因で体調を崩し、熱などの症状が現れることもあります。 

・お子さんに風邪症状や下痢、食欲不振など体調不良のサインがみられる場合には、

無理に登園をさせず、ご家庭でゆっくり休養をして下さい。 

・皆さんが安心してお子さんを預けることができるよう登園基準をお守りください。 

 

１．登園の目安  

・毎朝必ず健康観察をしてください。 

・朝の体温はノートに記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

・体調で変わったことがある時（ケガをした・どこか痛い等）はその旨を詳しく 

お伝えください。 

・体調不良時に頓用薬(解熱剤や下痢止め等)を使用しての登園はおやめください。 

・感染症の疑いがあるときには、原因がわかるまで登園を控えてください。 

・受診結果は必ず園にお知らせください。 

 

 

２．体調不良でお休みした後の登園  

●登園基準を満たすまで回復している場合は、前日の１６時までに園にお電話にて 

健康状態をお知らせください。 

●クラス活動に参加できるくらいまで体調が回復してからの登園をお願いします。 
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〇近隣に祖父母など協力を得られる方はいますか？ 

〇ファミリーサポートや病後児保育等に登録をしていますか？ 
 

★保育園は具合の悪い状態のお子さんをお預かりすることはできません 

 
【お迎えを要請する症状の例】 
 
○体温が 37.5℃以上あり、風邪症状を併発している 

※既往症に熱性痙攣があるお子さんは、37.5℃の時点で即時お迎えとなります 

○鼻水や咳などが酷く、集団の中で過ごすことが難しい 

○食事が摂れない 

○嘔吐や下痢が数回続く 

○受診が必要と思われるケガ など 

 

★上記に該当しなくても、総合的に判断し、お迎えの要請をする場合があります 

 保護者間で連絡を取り合い、迅速な対応をお願いします 

３．病気・ケガの対応  

・保育中に体調の変化やケガがあった場合は、緊急連絡票記載の順に連絡をします。 

職場の連絡先を含め確実に連絡のとれる番号を記載してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・子どもは一度体調を崩すと回復するまでに時間がかかります。緊急の時や欠席が 

長引きそうな時の対応を日頃からご家庭で話し合っておきましょう。 

 

 

 

 

 

・保育中に緊急受診する場合に備えて、健康保険証の写しのご提出をお願いします。 

保険証に変更がありましたらお知らせください。 

 

 

４．感染症  

・感染症にかかった場合は、速やかに園へご連絡ください。 

・回復後の登園時に、治癒証明書(医師記入)または感染症確認書(保護者記入)が必要 

となる場合があります。詳しくは当園ホームページ「感染症にかかった際の提出書 

類と登園の目安」をご確認ください。 

 

 

５．与薬  

・保育園では原則として与薬を行いません。 

・登園時にお薬を服用(ホクナリンテープ等の貼付薬含む)している時には、必ずお知 

らせください。 
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６．予防接種  

・集団感染防止のため、予防接種は推奨されている時期に受けましょう。 

・予防接種は身体へ負担がかかるため、降園後やお休みの日に接種するようお願い 

します。 

・接種したものは「けんこうのきろく」へ記入し、担任へお声かけ下さい。 

 

 

７．健康の記録  

・内科健診等の結果は「けんこうのきろく」に記入してお知らせします。 

確認後、サインをして担任にお戻しください。 

 

 

８．その他  

（１）飲食物の持ち込みについて 

・朝ごはんを食べながらの登園や、手や口まわり、服などに食べカスをつけた 

ままの登園はおやめください。食物アレルギーをもつお子さんもいますので、 

ご配慮ください。 

 

（２）虫除け・日焼け止めの塗布について 

・必要なお子さんはご自宅で塗布してから登園してください。 

・シールタイプの虫除けは避けてください。剥がれ落ちたものを乳児が誤飲する 

恐れがあります。 

・外出の際に長袖長ズボンに着替えることは可能です。担任にご相談ください。 

 

（３）嘔吐、便、血液等で汚れた衣類の処理について 

  ・二次感染防止のため、保育園では衣類等の洗濯はいたしません。 

  ・汚染した衣類はビニール袋にいれてお返しします。玄関横の BOXに保管します 

ので、忘れずにお持ち帰りください。 

 

 

９．基本的な生活習慣および健康管理  

・早寝早起き朝ごはんの習慣をつけましょう。 

・早起きをして朝食をしっかり摂ることで、脳が活性化し元気に活動できます。 

・朝食を摂ることでお腹も刺激され、登園前に排便を済ます習慣にも繋がります。 

・手洗いうがい、顔洗い、鼻かみ、マスクの取り扱い、トイレの使い方などの衛生 

習慣はご家庭で練習をしてみましょう。 

・手足の爪は、少なくとも週に 1回、角が残らないように切りましょう。爪が割れ 

たり服に引っかかったりするだけでなく、お友達とのトラブルにも繋がります。 

 


